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断 層 名 長さ（km）

東海第二発電所 断層評価結果（概要）

断 層 名 長さ（km）

① 棚倉破砕帯東縁付近の推定活断層，

棚倉破砕帯西縁断層（の一部）＊の連動
42

＊ 中染付近・西染付近のリニアメントを含む。

②
② 関口－米平リニアメント 6

③ 竪破山リニアメント 4

④ 宮田町リニアメント 1

たつわれ

⑤①

東海第二発電所

②

③
④

⑩
37.0°

⑫

⑤ Ｆ１断層，北方陸域の断層の連動
↓

⑤ Ｆ１断層，北方陸域の断層，塩ノ平地震断層の連動

44
↓
58

⑥ Ｆ３断層，Ｆ４断層の連動 16

東海第二発電所

30km

④

⑦

⑨

⑧

⑥

⑪
5km

⑥ Ｆ３断層，Ｆ４断層の連動 16

⑦ Ｆ８断層 26

⑧ Ｆ１６断層 26

⑨ Ａ－１背斜 20

100km

36.0°

⑨ Ａ １背斜 20

⑩ 関谷断層 40

⑪ 関東平野北西縁断層帯 82

⑫ Ｆ１１断層 5凡 例

140.0°139.0° 141.0°

敷地周辺の地質 地質構造に関する調査の結果 上記の断層を震源として考慮する活断層として評価する

※ 変動地形の可能性のある地形を「リニアメント」という。

断層の同時活動を考慮した場合は「連動」と記す。

⑫ Ｆ１１断層 5

：連動を考慮する断層

：連動を考慮する断層

（申請時（H26.5.20）の評価から見直したもの）

：震源として考慮する活断層

：震源として考慮する活断層

（申請時（H26.5.20）の評価から見直したもの）

凡 例

敷地周辺の地質・地質構造に関する調査の結果，上記の断層を震源として考慮する活断層として評価する。

敷地近傍（敷地を中心とする半径約5kmの範囲）において，震源として考慮する活断層は認められない。
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東海第二発電所Ｆ１断層，北方陸域の断層及び塩ノ平地震断層の同時活動性の評価結果

塩ノ平地震断層とF1断層及び北方陸域の断層塩ノ平地震断層

約58km

の同時活動性

他機関の調査結果も含め，後期更新世以降に「塩ノ平
断層」が「F1断層」や「北方陸域の断層」と同時活動した
事実はない。

このため，これらの断層の同時活動の評価にあたって
は 「塩ノ平断層」の「活動履歴」や「単位変位量」の情報

リニアメントにほぼ一致して断層が認められる。

後期更新世以降の活動が認められる。
（2011年4月11日の地震等）

⇒ 震源として考慮する活断層として評価

F1断層と北方陸域の断

層に加え，塩ノ平地震断

層も含めた同時活動性に

ついては，塩ノ平地震断

層が既に応力解放されて

は，「塩ノ平断層」の「活動履歴」や「単位変位量」の情報
から，地震本部の評価手法も参考に検討した。その結
果，「塩ノ平断層自体の今後50年間における地震発生
確率はほぼ0％*」であり，また「塩ノ平断層とF1断層及び
北方陸域の断層が今後50年間で同時活動する場合の
地震発生確率は更に小さい」と評価される。

しかしながら 断層の走向・傾斜の類似性等も勘案し

北方陸域の断層

リニアメントにほぼ一致して断層が認められる。

後期更新世以降の活動は否定できない。

確認された断層は 軟質な粘土を伴い 平面的である

リ アメ トは判読されないが 断層の連続性等の

いるため，これらの断層

が同時活動する可能性は

極めて低いものと判断さ

れる。

しかしながら 断層の走

しかしながら，断層の走向・傾斜の類似性等も勘案し，
安全側に評価する方針とし，これらの断層の同時活動を
考慮する。

*約10-848パーセント

確認された断層は，軟質な粘土を伴い，平面的である。

上載地層との関係は確認できない。

⇒ 震源として考慮する活断層として評価

リニアメントは判読されないが，断層の連続性等の
情報が十分でない。

30km

F1断層と北方陸域の断層の同時活動性

断層の連続性や離隔距離等が十分に確認できないこ
とから，同時活動を考慮する。

しかしながら，断層の走

向・傾斜の類似性等も勘

案し，安全側に評価する

方針とし，これらの断層の

同時活動を考慮すること

を約とし，その長さを約58kmと

する。

Ｆ１断層
上載地層法により後期更新世の活動が否定できない。

⇒ 震源として考慮する活断層として評価

この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発

行 20万分1地勢図 数値地図200000（地図画像）及

0 10km

行の20万分1地勢図，数値地図200000（地図画像）及

び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平26情複，第201号）

本図面を第三者がさらに複製する場合は，国土地

理院の長の承認を得なければならない。
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東海第二発電所 海域F11，F12，F13断層の評価

震源として考慮する活断層として評価する。

【 F11断層】
上載地層で後期更新世以降の活動

が否定できない。
F12 断層と同様の走向で近接しているこ
と 陸域にリニアメントは判読されないこと

約5km

震源として考慮する活断層として評価する。

F11

と，陸域にリニアメントは判読されないこと
等から，F12断層と活動時期が同じである
と考えられる。
しかしながら，後期更新世の地層との関
係を直接確認できないことから，安全側
に活動性を評価することとする。

【F12断層】
少なくとも後期更新世以降の活動は

ないものと判断される。
鮮新世より新しい地層に変位・変形を与
えていない

F12F13

F1a

えていない。

【 F13断層】
少なくとも後期更新世以降の活動は

ないものと判断される。
西部では上載地層が分布しておらず 上

F1b-2

F1b-1
西部では上載地層が分布しておらず，上
載地層法による判断ができないものの，
東部ではD1 層（中新統）上部には変位・
変形が認められず，F12 断層とも同様の
走向で近接していること，陸域にリニアメ
ントは判読されないこと等から，F12 断層

【 陸域の延長部 】
F11，F12，F13断層の西方陸域には，

F11，F12，F13断層と調和的な活構造

と活動時期が同じであると考えられる。

を指摘する文献はなく，またリニアメン
トも判読されない。

後期更新世以降の活動はないものと判断される伏在断層

震源として考慮する活断層

後期更新世以降の活動はないものと判断される断層
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